
 

平成 27 年５月 

（ 令 和 ６ 年 １ 月 改 訂 ） 
国 税 庁 

租税特別措置法の規定により、自動車重量税について次のような特例措置が設けられています。 

 

(1) 特に環境性能に優れた、環境負荷の小さい検査自動車について、令和６年１月１日から令和８

年４月３０日までの間に、新車新規検査（予備検査を含みます。以下同じ。）により自動車検査証

の交付を受ける場合には、納付すべき自動車重量税が減免（100％・75％・50％・25％）され

ます。 
 

① 自動車重量税が全額免除されるもの（詳細は別表１をご参照ください。） 

車 種 等 燃 費 基 準 排出ガス基準 

電気自動車 

（燃料電池自動車を含む） 
— — 

天然ガス自動

車 

車両総重量 3.5

ｔ以下の自動車 

— 

 

平成 30 年排出ガス規制適合 

車両総重量 3.5

ｔ超の自動車 

  

プラグインハイブリッド自動車 — — 

ガソリン車 

（ハイブリッ

ド車を含む） 

乗用自動車 

  

  

車両総重量 3.5

ｔ以下のバス 

    

    

環境性能に優れた自動車等に対する自動車重量税の減免措置について 

１ 環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の減免措置（エコカー減税） 

令和 12 年度燃費基準達成車 

及び 

及び  

令和 12 年度燃費基準９0％達成車 

 
※令和７年４月 30 日までの間 
 



車 種 等 燃 費 基 準 排出ガス基準 

ガソリン車 

（ハイブリッ

ド車を含む） 

車両総重量 3.5

ｔ以下のトラッ

ク 

  

  

  

 

（車両総重量 2.5ｔ以下のトラック） 

石油ガス自動車 

（ハイブリッド車を含む） 

 

  

  

クリーンディーゼル乗用車 

（ハイブリット車を含む） 
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ディーゼル車 

（ハイブリッ

ド車を含む） 

車両総重量 3.5

ｔ以下のバス 

  

平成 30 年排出ガス規制適合 

車両総重量 2.5

ｔ超 3.5ｔ以下

のトラック 

  

平成 30 年排出ガス規制適合 

車両総重量 3.5

ｔ超のバス・ト

ラック 

  

平成 28 年排出ガス規制適合  
 

 

 

令和 12 年度燃費基準達成車 

及び 

及び 

及び 

令和 12 年度燃費基準９0％達成車 

令和 12 年度燃費基準達成車 

令和 12 年度燃費基準９0％達成車 

※令和７年４月 30 日までの間 
 

※令和７年４月 30 日までの間 
 

※令和７年４月 30 日までの間 

 

及び 



② 自動車重量税が 75％軽減されるもの（詳細は別表２をご参照ください。） 

車 種 等 燃 費 基 準 排出ガス基準 

 ガソリン車 

（ハイブリッ

ド車を含む） 

車両総重量 3.5

ｔ以下のバス 

    

    

車両総重量 3.5

ｔ以下のトラッ

ク 

  

  

  

 

（車両総重量 2.5ｔ以下のトラック） 

車両総重量 2.5

ｔ超 3.5ｔ以下

のトラック 

  
  

 ディーゼル車 

（ハイブリッ

ド自動車を含

む）  

車両総重量 3.5

ｔ以下のバス 
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車両総重量 2.5

ｔ超 3.5ｔ以下

のトラック 

  

平成 30 年排出ガス規制適合 

 

 

  



③ 自動車重量税が 50％軽減されるもの（詳細は別表３をご参照ください。） 

車 種 等 燃 費 基 準 排出ガス基準 

 ガソリン車 

（ハイブリッ

ド車を含む） 

乗用自動車 

  

  

車両総重量 3.5

ｔ以下のバス 

    

車両総重量 3.5

ｔ以下のトラッ

ク 

  

  

 

（車両総重量 2.5ｔ以下のトラック） 

車両総重量 2.5

ｔ超 3.5ｔ以下

のトラック 

    

石油ガス自動車 

（ハイブリッド車を含む） 

  

  

クリーンディ

ーゼル車 

（ハイブリッ

ド車を含む）  

乗用自動車 

  

平成 30 年排出ガス規制適合 

 

 

 

令和 12 年度燃費基準９０％達成車 

及び 

及び 

令和 12 年度燃費基準８0％達成車 

令和 12 年度燃費基準９０％達成車 

及び 

令和 12 年度燃費基準８0％達成車 

及び 

令和 12 年度燃費基準９０％達成車 

及び 

令和 12 年度燃費基準８0％達成車 

及び 

※令和７年４月 30 日までの間 
 

※令和７年４月 30 日までの間 

※令和７年４月 30 日までの間 
 



車 種 等 燃 費 基 準 排出ガス基準 

ディーゼル車 

（ハイブリッ

ド車を含む） 

車両総重量 2.5

ｔ超 3.5ｔ以下

のトラック 

  

平成 30 年排出ガス規制適合 

車両総重量 3.5

ｔ超のバス・ト

ラック 

  

平成 28 年排出ガス規制適合 

 

 

④ 自動車重量税が 25％軽減されるもの（詳細は別表４をご参照ください。） 

車 種 等 燃 費 基 準 排出ガス基準 

 ガソリン車 

（ハイブリッ

ド車を含む） 

乗用自動車 

  

  

車両総重量 2.5

ｔ以下のトラッ

ク 

  
  

車両総重量 2.5

ｔ超 3.5ｔ以下

のトラック 

 

 

  

 

 

※令和７年４月 30 日までの間 
 

令和 12 年度燃費基準８０％達成車 

及び 

令和 12 年度燃費基準７0％達成車 

及び 

※令和７年４月 30 日までの間 



車 種 等 燃 費 基 準 排出ガス基準 

 石油ガス自動車 

（ハイブリッド車を含む） 

  

  

クリーンディ

ーゼル車 

（ハイブリッ

ド車を含む） 

乗用自動車 
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ディーゼル車 

（ハイブリッ

ド車を含む） 

車両総重量３.5

ｔ超のバス・ト

ラック 

 

平成 28 年排出ガス規制適合 

 

(2) 上記(1)①の適用を受けた電気自動車等（※１）及び一定のガソリン車等（※２）については、新車新

規検査による車検証の有効期間が満了する日から起算して 15 日を経過する日までの間に、継続

検査等（新車新規検査後、最初に受けるものに限ります。）により自動車検査証の交付を受ける場

合（新車新規検査による自動車検査証の記載事項について車両構造等の変更がない場合に限りま

す。）には、納付すべき自動車重量税が免除されます。 

  ※１ 電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車及びプラグインハイブ
リッド車をいいます。 

  ※２ 一定のガソリン車等とは、ガソリン車（乗用自動車に限ります。）、石油ガス自動車及びデ
ィーゼル車（乗用自動車に限ります。）のうち、令和 12 年度燃費基準 120％達成車（令和
７年５月１日から令和８年４月 30 日までの間は令和 12 年度燃費基準 125％達成車）をい
います。 

 (３) 上記(１)④の適用を受けた一定のガソリン車等（※３）のうち、令和 12 年度燃費基準 75％達成

車については、令和７年 5 月 1 日から令和８年４月 30 日の間、本則税率が適用されます。 
 

   ※３ 一定のガソリン車等とは、ガソリン車（乗用自動車に限ります。）、石油ガス自動車及びデ

ィーゼル車（乗用自動車に限ります。）をいいます。 

  

 

令和 12 年度燃費基準８０％達成車 

及び 

令和 12 年度燃費基準７0％達成車 

及び 

※令和７年４月 30 日までの間 
 

 

令和 12 年度燃費基準８０％達成車 

及び 

令和 12 年度燃費基準７0％達成車 

及び 

※令和７年４月 30 日までの間 
 

※令和７年４月 30 日までの間 
 



 

 

一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行の用に供する乗合ノンステップバス及び乗合リフト

付きバス、一般貸切旅客自動車運送事業者がその事業の用に供する貸切ノンステップバス及び貸切リ

フト付きバス、一般乗用旅客自動車運送事業者がその事業の用に供するユニバーサルデザインタクシ

ーについて、令和３年４月１日から令和６年３月 31 日までの間に、新車新規検査により自動車検査

証の交付を受ける場合には、納付すべき自動車重量税が免除されます（詳細は別表５をご参照くださ

い）。 

 

 

道路運送車両の保安基準に適合する側方衝突警報装置（ＢＳＩＳ）及び歩行者検知機能付きの衝突

被害軽減ブレーキ（歩行者対応ＡＥＢＳ）を装備した一定のトラック又はバスについて、新車新規検

査により自動車検査証の交付を受ける場合には、納付すべき自動車重量税が軽減（50％・25％）さ

れます（詳細は別表６、別表７をご参照ください）。 

 

 

２装置装備 

【対象装置】 

①側方衝突警報装置 

②衝突被害軽減ブレーキ（歩行
者検知機能付き） 

１装置装備 

【対象装置】 

側方衝突警報装置 

１装置装備 

【対象装置】 

衝突被害軽減ブレーキ（歩行者
検知機能付き） 

ト
ラ
ッ
ク 

3.5ｔ超 

８ｔ以下 

－ － 
 

 

25％軽減 

(令和８年４月 30 日まで) 

８ｔ超 
50％軽減 

(令和６年４月 30 日まで) 

25％軽減 

(令和６年４月 30 日まで) 

バ
ス 

 － － 

 

  

２ バリアフリー性能に優れた一定の乗合自動車等に係る自動車重量税の特例措置 

3 先進安全自動車（ＡＳＶ）に係る自動車重量税の特例措置 



 

 

自動車重量税の減免措置についてご不明な点がありましたら、次の各問合せ先にご照会ください。 

〇 所有（購入）する自動車等が減免の対象となるかどうかの確認 

会社名（50 音順） 住  所 担当部署 電話番号等 

ア ウ デ ィ ジ ャ パ ン ㈱ 
東京都品川区北品川 4－7－35 

御殿山トラストタワー16Ｆ 

ｱ ｳ ﾃ ﾞ ｨ ･ ｺ ﾐ ｭ ﾆ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ ｾ ﾝ ﾀ ｰ 

9：00～19：00（年中無休） 
0120-598-106 

い す ゞ 自 動 車 ㈱ 
東京都品川区南大井 6-26-1 

大森ベルポートＡ館 

お 客 様 相 談 セ ン タ ー 

月～金 9：00～17：00 

（除く所定の休日） 

0120-119-113 

Ｆ Ｃ Ａ ジ ャ パ ン ㈱ 
東京都港区芝 5-36-7 

三田ベルジュビル 

アルファコンタクト 

9：00～21：00（年中無休） 
0120-779-159 

ジ ー プ コ ー ル セ ン タ ー 

9：00～21：00（年中無休） 
0120-712-812 

Ｇ Ｌ Ｍ ㈱ 
京都府京都市左京区吉田本町 

京都大学ＶＢＬ 

Ｇ Ｌ Ｍ コ ー ル セ ン タ ー 

9 ： 0 0 ～ 1 8 ： 0 0 

（土・日・祝日を除く） 

0774-39-8822 

Groupe PSA Japan㈱ 東京都目黒区碑文谷 5-1-3 

プ ジ ョ ー コ ー ル 

（9:00～19:00 年中無休） 
0120-840-240 

シ ト ロ エ ン コ ー ル 

（9:00～19:00 年中無休） 
0120-55-4106 

DS コール 

（9:00～19:00 年中無休） 
0120-92-6813 

ジャガー・ランドローバー・ジャパン㈱  
東京都品川区北品川 6-7-20 

ガーデンシティ北品川御殿山９階 

お 客 様 相 談 室 

9 ： 0 0 ～ 1 7 ： 0 0 

（土・日・祝日を除く） 

0120-922-772 

ストリートスクーター・ジャパン㈱ 
東京都品川区北品川 4－7－35 

御殿山トラストタワー8Ｆ 

企業ホームページ 

（平日のみ） 

https://www.street

scooter.com/ja/con

tact/ 

ス ズ キ ㈱ 静岡県浜松市南区高塚町 300 
お 客 様 相 談 室 

9：00～12：00/13：00～17：00 
0120-402-253 

㈱ Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ 東京都渋谷区恵比寿 1-20-8 

ＳＵＢＡＲＵお客様センター 

平日 9：00～17：00 

土・日・祝日 9：00～12：00/13：00～17：00 

0120-052-215 

ダ イ ハ ツ 工 業 ㈱ 大阪府池田市ダイハツ町 1-1 

ダイハツお客様コールセンター

9 ： 0 0 ～ 1 7 ： 0 0 

 

0800-500-0182 

テスラ モーターズ ジャパン(同) 東京都港区南青山 2-23-8 

お 客 様 相 談 セ ン タ ー 

平日 11：00～19：00 

土・日・祝日 10：00～18：00 

03-6890-7700 

ト ヨ タ 自 動 車 ㈱ 愛知県名古屋市中村区名駅 4-7-1 

トヨタ自動車お客様相談センター 

9：00～18：00（365日年中無休） 
0800-700-7700 

レクサスインフォメーションデスク 

9：00～18：00（365日年中無休） 
0800-500-5577 

ニコル・オートモビルズ(同) 東京都世田谷区中町 1-1-1 
ALPINA CALL 

10：00-19：00 
0120-866-250 

日 産 自 動 車 ㈱ 神奈川県横浜市西区高島 1-1-1 
お 客 様 相 談 室 

9:00～17：00(12/31～1/2を除く) 
0120-315-232 

ビー・エム・ダブリュー㈱  
東京都千代田区丸の内 1-9-2 

グラントウキョウサウスタワー 

BMW ｶｽﾀﾏｰ･ｲﾝﾀﾗｸｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ 

平日 9:00～19：00 

土・日・祝日 9：00～18：00 

0120-269-437 

MINI ｶｽﾀﾏｰ･ｲﾝﾀﾗｸｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ 

平日 9:00～19：00 

土・日・祝日 9：00～18：00 

0120-329-814 

BMWi ｶｽﾀﾏｰ･ｲﾝﾀﾗｸｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ 

9:00～20：00 
0120-201-438 

日 野 自 動 車 ㈱ 東京都日野市日野台 3-1-1 
お 客 様 相 談 窓 口 

9:00～12：00/13：00～17：00 
0120-106-558 

お 問 合 せ 先 

https://www.street


会社名（50 音順） 住  所 担当部署 電話番号 

フォルクスワーゲングループジャパン㈱ 愛知県豊橋市明海 5 番地の 10 
ﾌ ｫ ﾙ ｸ ｽ ﾜ ｰ ｹ ﾞ ﾝ ｶ ｽ ﾀ ﾏ ｰ ｾ ﾝ ﾀ ｰ 

年 中 無 休 2 4 時 間 受 付 
0120-993-199 

ポ ル シ ェ ジ ャ パ ン ㈱ 
東京都港区虎ノ門 1-23-1 

虎ノ門ヒルズ森タワー29 階 

カスタマー・ケア・センター 

月～金 9：00～18：00 
0120-846-911 

ボルボ・カー・ジャパン㈱  
東京都港区芝公園 2-6-3 

芝公園フロントタワー 

ﾎﾞﾙﾎﾞｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ 

9：00～19：00（365日年中無休） 
0120-55-8500 

本 田 技 研 工 業 ㈱ 埼玉県和光市本町 8-1 
お 客 様 相 談 セ ン タ ー 

9：00～12：00/13：00～17：00 
0120-112-010 

マ ツ ダ ㈱ 広島県安芸郡府中町新地 3-1 

マ ツ ダ コ ー ル セ ン タ ー 

平日 9:00～17:00 

土・日・祝日 9：00～12：00/13：00～17：00 

0120-386-919 

三 菱 自 動 車 工 業 ㈱ 東京都港区芝浦三丁目 1 番 21 号 

お 客 様 相 談 セ ン タ ー 

平日 9:00～17:00 

土・日 9：00～12：00/13：00～17：00 

0120-324-860 

三菱ふそうトラック・バス㈱ 
神奈川県川崎市中原区 

大倉町 10 番地 

お 客 様 相 談 セ ン タ ー 

月～金 9：00～12：00/13：00～17：00 

（所定の休日を除く） 

0120-324-230 

メルセデス･ベンツ日本㈱ 
東京都品川区東品川 4-12-4 

品川シーサイドパークタワー 

メ ル セ デ ス ・ コ ー ル 

24 時間 365 日年中無休 

（システムメンテナンス等で

サービスを休止する場合があ

ります。あらかじめご了承下

さい。） 

0120-190-610 

Ｕ Ｄ ト ラ ッ ク ス ㈱ 埼玉県上尾市大字壱丁目１番地 

お 客 様 相 談 室 

月～金 9：00～12：00/13：00～17：00 

（会社休業日を除く） 

0120-67-2301 

Ｕ Ｄ ト ラ ッ ク ス ㈱ 

（ボルボトラック） 
埼玉県上尾市大字壱丁目１番地 

ボルボ・トラックセールス 

9：00～18：00 
048-615-8190 

ルノー・ジャポン㈱ 神奈川県横浜市西区高島 1-1-2 
ル ノ ー ・ コ ー ル 

9:00～18:00（年中無休） 
0120-676-365 

 

団体名 住  所 担当部署 電話番号 

【国内メーカー】 

一般社団法人日本自動車工業会 

東京都港区芝大門 1-1-30 

日本自動車会館 16・17 階 
総合政策領域 03-5405-6120 

【海外メーカー】 

日 本 自 動 車 輸 入 組 合 

東京都港区芝 3-1-15 

芝ボートビル 5 階 
会員業務部 03-5765-6812 

【販売店（登録車）】 

一般社団法人日本自動車販売協会連合会 

東京都港区芝大門 1-1-30 

日本自動車会館 15 階 
法 務 部 03-5733-3105 

【販売店（軽自動車）】 

一般社団法人全国軽自動車協会連合会 

東京都港区芝大門 1-1-30 

日本自動車会館 11 階 
管 理 部 03-5472-7861 

【中古車】 

一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会 

東京都渋谷区代々木 3-25-3 

あいおいニッセイ同和損保新宿ビ
ル 10 階 

企 画 部 03-5333-5881 

【整 備】 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 

東京都港区六本木 6-10-1 

森タワー17 階 
事 業 部 03-3404-6143 

 

 

 



〇 登録自動車に係る自動車重量税の税額及び検査の手続について 

 

 

 

 

 

 

 

〇 軽自動車に係る自動車重量税の税額及び検査の手続について 

 

 

 

〇 自動車重量税法及び租税特別措置法に規定する法令の解釈について 

   

 

 

 

 

 

【国土交通省自動車局ホームページ】 

  自動車関係税制について（エコカー減税、グリーン化特例 等） 

   ⇒ https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html 

  自動車検査・登録ガイド 

   ⇒ https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr6_000007.html  

【軽自動車検査協会ホームページ】 

   ⇒ https://www.keikenkyo.or.jp 

⇒ 住所地等を管轄する国税局消費税課（沖縄国税事務所においては間税課） 

※ 税務署（国税局）では、今回の減免措置の法令解釈についてご説明させていただくことと

しております。 

どのメーカーのどの車種（商品名）が減免の対象となるかについては、各自動車メーカー

の窓口にお問い合わせください。 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr6_000007.html
https://www.keikenkyo.or.jp


別表１（免税）

自動車検査証の必要記録事項

90の12①一 － 電気を動力源とするもので内燃機関を有しないもの － －

車両総重量
3.5t以下の自動
車

イ 40の４①、②
排出ガス保安基準（平成30年10月１日以降に適用されるべきもの）
に適合するもの －

車両総重量
3.5t超の自動車

ロ
40の４①、③、

④
平成21年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平
成21年天然ガス車基準に定める値より10％以上少ないもの

90の12①三 40の４⑤、⑥
ハイブリッド自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充
電する機能を備えているもの

【備考】欄

　プラグインハイブリッド自動車
－

乗用自動車 イ
40の４⑦、⑧、

⑨

次のいずれにも該当するもの
・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の
　排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50％以上
　少ないもの

・令和12年度燃費基準以上（令和７年４月30日までは令和12年度燃
　費基準の90％以上）、かつ、令和２年度燃費基準以上燃費性能の
　良いもの

【備考】欄（※）
　令和12年度燃費基準達成及び令和２年
度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準125%達成及び令和
２年度燃費基準達成車

令和７年４月30日までの間は以下を含む

 令和12年度燃費基準90%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準95%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準120%達成及び令和
２年度燃費基準達成車

車両総重量3.5t
以下のバス

ロ 40の４⑩

次のいずれにも該当するもの
・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の
　排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50％以上
　少ないもの

・令和２年度燃費基準より５％以上燃費性能の良いもの

【備考】欄

　令和２年度度燃費基準５%向上達成車

ガソリン車
（ハイブリッド
自動車を含む）

90の12①四

車体表示又はカタログ表示

 90の12①二

電気自動車
(燃料電池車を含む)

車種等 租特法 租特規

【燃料の種類】欄

　可燃性天然ガス
天然ガス自動車

要件等（概要）

プラグインハイブリッド自動車

＆ 又は

又は

＆ 又は又は



自動車検査証の必要記録事項

車両総重量3.5t
以下のバス

90の12①四 ハ 40の４⑪

次のいずれにも該当するもの
・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の
　排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より25％以上
　少ないもの

・令和２年度燃費基準より10％以上燃費性能の良いもの

【備考】欄

　令和２年度燃費基準10%向上達成車
　　　　　　　　　～（10％毎に記載）
　令和２年度燃費基準50%向上達成車
　　　　　　　　又は
　令和２年度燃費基準90%向上達成車

車両総重量3.5t
以下のトラック

90の12①四 ニ 40の４⑫

次のいずれにも該当するもの
・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の
　排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50％以上少
　ないもの
　
・令和４年度燃費基準以上燃費性能の良いもの
　（車両総重量2.5t以下のものは、令和４年度燃費基準より5％以
　上燃費性能の良いもの）

【備考】欄

　令和４年度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和４年度燃費基準5%向上達成車
　
  車両総重量2.5t以下のものは、
　令和４年度燃費基準5%向上達成車

90の12①五 40の４⑬、⑭

次のいずれにも該当するもの
・平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の
　排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める値より50％以上
　少ないもの

・令和12年度燃費基準以上（令和７年４月30日までの間は令和12年
　度燃費基準の90％以上）、かつ、令和２年度燃費基準以上燃費性
　能の良いもの

【備考】欄（※）
　令和12年度燃費基準達成及び令和２年
度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準125%達成及び令和
２年度燃費基準達成車

令和７年４月30日までの間は以下を含む

　令和12年度燃費基準90%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準95%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準120%達成及び令和
２年度燃費基準達成車

クリーンディー
ゼル車

（ハイブリッド
自動車を含む）

乗用自動車 90の12①六 イ 40の４⑮、⑯

次のいずれにも該当するもの
・平成30年軽油軽中量車基準に適合するもの

・令和12年度燃費基準以上（令和７年４月30日までの間は令和12年
　度燃費基準の90％以上）、かつ、令和２年度燃費基準以上燃費性
　能の良いもの

【備考】欄（※）
　令和12年度燃費基準達成及び令和２年
度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準125%達成及び令和
２年度燃費基準達成車

令和７年４月30日までの間は以下を含む

　令和12年度燃費基準90%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準95%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準120%達成及び令和
２年度燃費基準達成車

要件等（概要） 車体表示又はカタログ表示

ガソリン車
（ハイブリッド
自動車を含む）

石油ガス自動車
（ハイブリッド自動車を含む）

車種等 租特法 租特規

＆

又は

又は

＆
又は

＆

又は

又は

又は



自動車検査証の必要記録事項

ディーゼル車
（ハイブリッド
自動車を含む）

車両総重量3.5
ｔ以下のバス

90の12①六 ロ 40の４⑰

次のいずれにも該当するもの
・平成30年軽油軽中量車基準に適合するもの

・令和２年度燃費基準より５％以上燃費性能の良いもの

【備考】欄

　令和２年度燃費基準５%向上達成車
　　　　　　　　又は
  令和２年度燃費基準10%向上達成車
　　　　　　　　　～（10％毎に記載）
　令和２年度燃費基準50%向上達成車
　　　　　　　　又は
　令和２年度燃費基準90%向上達成車

車両総重量2.5t
超3.5ｔ以下の
トラック

ハ 40の４⑱

次のいずれにも該当するもの
・平成30年軽油軽中量車基準に適合するもの

・令和４年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

【備考】欄

　令和４年度燃費基準達成車

車両総重量3.5t
超のバス・ト
ラック

ニ 40の４⑲、⑳

次のいずれにも該当するもの
・平成28年軽油重量車基準に適合するもの

・令和７年度燃費基準以上（令和７年４月30日までの間は、平成27
　年度燃費基準より15％以上）燃費性能の良いもの

【備考】欄

　令和７年度燃費基準達成車

　令和７年４月30日までの間
　平成27年度燃費基準15%向上達成車

※　令和２年度燃費基準については、達成のほか、110%から150%まで10％毎、109％、123％又は190％と記載

車種等 租特法 租特規 要件等（概要） 車体表示又はカタログ表示

ディーゼル車
（ハイブリッド
自動車を含む）

90の12①六

又は



別表２（75％軽減）

自動車検査証の必要記録事項

イ 40の４㉑

次のいずれにも該当するもの
・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の
  排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50％以上
  少ないもの
 
・令和２年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

【備考】欄

　令和２年度燃費基準達成車

ロ 40の４㉒

次のいずれにも該当するもの
・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の
  排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より25％以上
  少ないもの

・令和２年度燃費基準より５％以上燃費性能の良いもの

【備考】欄

　令和２年度燃費基準５%向上達成車

車両総重量3.5t
以下のトラック

ハ 40の４㉓

次のいずれにも該当するもの
・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の
  排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50％以上
  少ないもの
 
・令和４年度燃費基準の95％以上燃費性能の良いもの
　（車両総重量2.5t以下のものは、令和４年度燃費基準以上燃費
　性能の良いもの）

【備考】欄

　令和４年度燃費基準95％達成車

　車両総重量2.5t以下のものは、
　令和４年度燃費基準達成車

車両総重量2.5t
超3.5t以下のト
ラック

ニ 40の４㉔

次のいずれにも該当するもの
・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の
  排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より25％以上
  少ないもの

・令和４年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

【備考】欄

　令和４年度燃費基準達成車

90の12②一

租特規

ガソリン車
（ハイブリッド
自動車を含む）

要件等（概要）車種等 租特法

車両総重量3.5t
以下のバス

車体表示又はカタログ表示

＆

＆

＆

又は

＆

又は

又は

又は

又は

又は



自動車検査証の必要記録事項

車両総重量3.5t
以下のバス

イ 40の４㉕

次のいずれにも該当するもの
・平成30年軽油軽中量車基準に適合するもの

・令和２年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

【備考】欄

　令和２年度燃費基準達成車

車両総重量2.5t
超3.5t以下のト
ラック

ロ 40の４㉖

次のいずれにも該当するもの
・平成30年軽油軽中量車基準に適合するもの

・令和４年度燃費基準の95％以上燃費性能の良いもの

【備考】欄

　令和４年度燃費基準95%達成車

要件等（概要）

ディーゼル車
（ハイブリッド
自動車を含む）

車種等 租特法 租特規 車体表示又はカタログ表示

90の12②二



別表３（50％軽減）

自動車検査証の必要記録事項

乗用自動車 イ 40の４㉗

次のいずれにも該当するもの
・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の
  排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50％以
　上少ないもの

・令和12年度燃費基準の90％以上（令和７年４月30日までの間
　は80％以上）、かつ、令和２年度燃費基準以上燃費性能の良
　いもの

【備考】欄（※）

　令和12年度燃費基準90%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準95%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　
　令和７年４月30日までの間は以下を含
む
　令和12年度燃費基準80%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準85%達成及び令和２
年燃費基準達成車

車両総重量3.5t
以下のバス

ロ 40の４㉘

次のいずれにも該当するもの
・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の
  排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より25％以上
  少ないもの
 

・令和２年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

【備考】欄

　令和２年度燃費基準達成車

車両総重量3.5t
以下のトラック

ハ 40の４㉙

次のいずれにも該当するもの
・ 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の
  排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50％以上
  少ないもの
 
・令和４年度燃費基準の90％以上燃費性能の良いもの
　（車両総重量2.5t以下のものは、令和４年度燃費基準の95％
　　以上燃費性能の良いもの）

【備考】欄

　令和４年度燃費基準90％達成車

　車両総重量2.5t以下のものは、
　令和４年度燃費基準95％達成車

車両総重量2.5t
超3.5t以下のト
ラック

ニ 40の４㉚

次のいずれにも該当するもの
・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の
  排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より25％以上
  少ないもの
 
・令和４年度燃費基準95％以上燃費性能の良いもの

【備考】欄

　令和４年度燃費基準95％以上達成車

車種等 租特法

90の12③一
ガソリン車

（ハイブリッド
自動車を含む）

車体表示又はカタログ表示要件等（概要）租特規

＆

＆

＆

又は

＆
又は

又は

又は

又は

又は

又は

又は



自動車検査証の必要記録事項

90の12③二 40の４㉛

次のいずれにも該当するもの
・平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物
  の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める値より
　50％以上少ないもの
　
・令和12年度燃費基準の90％以上（令和７年４月30日までの間
　は80％以上）、かつ、令和２年度燃費基準以上燃費性能の良
　いもの

【備考】欄（※）

　令和12年度燃費基準90%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準95%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　
　令和７年４月30日までの間は以下を含
む
　令和12年度燃費基準80%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準85%達成及び令和２
年燃費基準達成車

クリーンディー
ゼル車

（ハイブリッド
自動車を含む）

乗用自動車 イ 40の４㉜

次のいずれにも該当するもの
・平成30年軽油軽中量車基準に適合するもの

・令和12年度燃費基準の90％以上（令和７年４月30日までの間は
　80％以上）、かつ、令和２年度燃費基準以上燃費性能の良いも
　の

【備考】欄（※）

　令和12年度燃費基準90%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準95%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　
　令和７年４月30日までの間は以下を含
む
　令和12年度燃費基準80%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準85%達成及び令和２
年燃費基準達成車

車両総重量2.5t
超3.5t以下のト
ラック

ロ 40の４㉝

次のいずれにも該当するもの
・平成30年軽油軽中量車基準に適合するもの
　
・令和４年度燃費基準の90％以上燃費性能の良いもの

【備考】欄

　令和４年度燃費基準90％達成車

車両総重量3.5t
超のバス・ト
ラック

ハ 40の４㉞

次のいずれにも該当するもの
・平成28年軽油重量車基準に適合するもの
　
・令和７年度燃費基準の95％以上（令和７年４月30日までの間
　は、平成27年度燃費基準より10％以上）燃費性能の良いもの

【備考】欄
　令和２年度燃費基準95％達成車

　令和７年４月30日までの間は次の通り
　平成27年度燃費基準10%向上達成車

石油ガス自動車
（ハイブリッド自動車を含む）

ディーゼル車
（ハイブリッド
自動車を含む）

租特規 車体表示又はカタログ表示要件等（概要）租特法

90の12③三

車種等

又は

又は

＆
又は

又は

又は



別表４（25％軽減）

自動車検査証の必要記録事項

乗用自動車 イ 40の４㉟

次のいずれにも該当するもの
・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の
  排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50％以上
  少ないもの
　
・令和12年度燃費基準の80%以上（令和７年４月30日までは
　70％以上）、かつ、令和２年度燃費基準以上燃費性能の良い
　もの

【備考】欄（※）

　令和12年度燃費基準80%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準85%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　
　令和７年４月30日までの間は以下を含
む
　令和12年度燃費基準70%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準75%達成及び令和２
年燃費基準達成車

車両総重量2.5t
以下のトラック

ロ 40の４㊱

次のいずれにも該当するもの
・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の
  排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50％以上
  少ないもの

・令和４年度燃費基準の90％以上燃費性能の良いもの

【備考】欄

　令和４年度燃費基準90%達成車

車両総重量2.5t
超3.5t以下のト
ラック

ハ 40の４㊲

次のいずれにも該当するもの
・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の
  排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より25％以上
  少ないもの

・令和４年度燃費基準の90％以上燃費性能の良いもの

【備考】欄

　令和４年度燃費基準90%達成車

車体表示又はカタログ表示要件等（概要）車種等 租特法

90の12④一

租特規

ガソリン車
（ハイブリッド
自動車を含む）

＆

＆

又は

又は

又は

又は

＆
又は

又は



自動車検査証の必要記録事項

90の12④二 40の４㊳

次のいずれにも該当するもの
・平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物
　の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める値より50％
　以上少ないもの

・令和12年度燃費基準の80%以上（令和７年４月30日までの間
　は70％以上）、かつ、令和２年度燃費基準以上燃費性能の良
　いもの

【備考】欄（※）

　令和12年度燃費基準80%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準85%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　
　令和７年４月30日までの間は以下を含
む
　令和12年度燃費基準70%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準75%達成及び令和２
年燃費基準達成車

クリーンディー
ゼル車

（ハイブリッド
自動車を含む）

乗用自動車 イ 40の４㊴

次のいずれにも該当するもの
・平成30年軽油中量車基準に適合するもの

・令和12年度燃費基準80％以上（令和７年４月30日までの間
　は70％以上）、かつ、令和２年度燃費基準以上燃費性能の良いも
　の

【備考】欄（※）

　令和12年度燃費基準80%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準85%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　
　令和７年４月30日までの間は以下を含
む
　令和12年度燃費基準70%達成及び令和２
年度燃費基準達成車
　　　　　　　　又は
　令和12年度燃費基準75%達成及び令和２
年燃費基準達成車

ディーゼル車
（ハイブリッド
自動車を含む）

車両総重量3.5t
超のバス・ト
ラック

ロ 40の４㊵

次のいずれにも該当するもの
・平成28年軽油重量車基準に適合するもの

・平成27年度燃費基準より５％以上燃費性能の良いもの

【備考】欄

平成27年度燃費基準５％向上車

※　令和２年度燃費基準については、達成のほか、110%から150%まで10％毎、109％、123％又は190％と記載

租特法車種等 租特規 要件等（概要） 車体表示又はカタログ表示

90の12④三

石油ガス自動車
（ハイブリッド自動車を含む）

＆
又は

又は

又は

又は

又は



別表５（免税）

自動車検査証の必要記載事項

40の６①一
イ、②一イ

・移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第１条第１
　項に規定するノンステップバス
・公共交通移動等円滑化基準省令第37条から第42条まで
　の基準を満たすもの

【備考】欄

　ノンステップバス

40の６①一
ロ、②一ロ

・移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第２条第１
　項に規定するリフト付きバス
・公共交通移動等円滑化基準省令第37条第１項、第38条
　第２項及び第42条の基準を満たすもの

【備考】欄

　リフト付きバス
    又は
  リフト付きバス（空港アクセスバス）

40の６①二
イ、②二イ

・移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第１条第２
　項に規定するノンステップバス
・公共交通移動等円滑化基準省令第38条第１項及び第40
　条第２項並びに公共交通移動等円滑化基準省令第３章
　第３節（第38条第１項、第39条第５号及び第６号、第
　39条の２、第40条第２項、第41条第２項及び第３項並
　びに第43条の規定を除く。）の基準を満たすもの

【備考】欄

　ノンステップバス

40の６①二
ロ、②二ロ

・移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第２条第２
　項に規定するリフト付きバス
・公共交通移動等円滑化基準省令第３章第３節（第38条
　第１項、第39条第５号及び第６号、第39条の２、第40
　条第２項、第41条第２項及び第３項並びに第43条の規
　定を除く。）の基準を満たすもの

【備考】欄

　リフト付きバス

90の13二 40の６③、④

一般乗用旅客自
動車運送事業者
がその事業の用
に供するもの

・移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第４条第１
　項の規定による認定を受けたもの
・公共交通移動等円滑化基準省令第45条第１項の基準を
　満たすもの

【備考】欄

　認定ユニバーサルデザインタクシー

一般乗合旅客自
動車運送事業者
が路線定期運行
の用に供するも
の

ユニバーサルデザイン
タクシー

貸切ノンステップバス

貸切リフト付きバス

90の13一

一般貸切旅客自
動車運送事業者
がその事業の用
に供するもの

車種等 租特法 租特規 要件等（概要）

乗合ノンステップバス

乗合リフト付きバス

高齢者、障害者等の移
動等の円滑化の促進に
関する法律第３条第１
項に規定する基本方針
に令和７年度までに導
入する台数が目標とし
て定められたもの



別表６（50％軽減）

自動車検査証の必要記録事項

２装置を装備した車両

【対象装置】
側方衝突警報装置

（ＢＳＩＳ)

歩行者検知機能付き衝突
被害軽減ブレーキ

（歩行者対応ＡＥＢＳ)

車両総重量８ｔ超の
トラック（※１）

90の14①
40の７
①、②、
③

「側方衝突警報装置に係る保安基準」に及び、
「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」
（※２）に適合するもの

【備考】欄

　側方衝突警報装置及び衝突被害軽
減ブレーキ（歩行者検知機能付き）
を装備した車両

※１　被牽引自動車を除く。

※２　衝突被害軽減ブレーキの基準については、令和５年１月４日改正後のものに限る。

車種等 租特法 租特規 適用期間 要件等（概要）

令和５年５月１日～令和６年４月30日



別表７（25％軽減）

自動車検査証の必要記録事項

側方衝突警報装置
（ＢＳＩＳ）

を装備した車両

車両総重量８ｔ超の
トラック（※１）

90の14② 40の７④
「側方衝突警報装置に係る保安基準」に適合す
るもの

【備考】欄

　側方衝突警報装置を装備した車両

車両総重量が3.5t超
のトラック（※１）

40の７
⑥

バス等（※２）
40の７
⑤、⑥

※１　被牽引自動車を除く。

※２　乗車定員10人の乗用の用に供する自動車を含む。

※３　衝突被害軽減ブレーキの基準については、令和５年１月４日改正後のものに限る。

車種等 租特法 租特規 適用期間 要件等（概要）

令和３年５月１日～令和６年４月30日

歩行者検知機能付き衝突
被害軽減制動制御装置

（歩行者検知機能付きＡ
ＥＢＳ）

90の14③ 令和５年５月１日～令和８年４月30日
「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」
（※３）に適合するもの

【備考】欄

　衝突被害軽減ブレーキ（歩行者検
知機能付き）を装備した車両




